
寧

波

商

人

誂

鵬

飛

と

長

崎

貿

易

一
、
緒
言

①
 

中
国
浙
江
省
の
寧
波
は
「
東
は
日
本
に
連
な
り
」
と
言
わ
れ
る
如
く
、

遣
唐
使
以
来
、
明
州
と
呼
ば
れ
た
時
代
か
ら
日
本
と
関
係
の
深
い
港
で

あ
る
。
そ
の
後
、
明
代
の
冊
封
体
制
下
に
お
い
て
室
町
幕
府
の
使
節
が

来
航
す
る
港
は
寧
波
に
指
定
さ
れ
て
い
た
た
め
、
永
く
日
本
と
の
関
係

R
 

を
維
持
し
た
の
で
あ
る
。

他
方
、
明
朝
は
，
海
禁
“
策
を
取
り
、
中
国
民
衆
の
海
外
渡
航
を
厳

R
 

禁
し
た
が
、
海
禁
の
弛
緩
と
と
も
に
、
日
本
に
通
ず
る
と
言
わ
れ
た
の

は
、
浙
江
と
福
建
の
人
々
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、

浙
江
人
の
日
本
へ
通
ず
る
も
の
は
全
て
寧
波
と
定
海
か
ら
船
出
す

④
 

る。

と
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
寧
波
が
対
日
渡
航
の
重
要
な
基
地
の
―
つ
で
あ

っ
た
。そ

し
て
、
次
代
の
清
朝
は
復
明
を
標
榜
し
て
台
湾
に
拠
っ
た
鄭
氏
に

対
抗
す
る
た
め
海
禁
策
で
あ
る
「
遷
界
令
」
を
一
時
期
布
い
た
た
め
大

陸
か
ら
の
海
外
渡
航
船
は
漸
次
減
少
し
た
。
し
か
し
、
鄭
氏
が
降
る
と
、

⑥
 

こ
れ
を
解
除
し
た
の
で
、
海
外
渡
航
船
は
激
増
し
た
の
で
あ
る
。
特
に

寧
波
よ
り
日
本
に
出
か
け
て
い
く
商
船
は
急
増
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ

の
こ
と
は
、
寧
波
を
訪
れ
た
イ
エ
ズ
ス
会
士
ド
・
フ
ォ
ン
タ
ネ
ー
が
一

七
0
四
年
（
康
熙
43)
一
月
十
五
日
付
書
簡
の
中
で
、

寧
波
か
ら
日
本
へ
は
、
順
風
に
乗
れ
ば
三
、
四
日
間
で
渡
れ
ま
す

し
、
こ
の
港
か
ら
ナ
ガ
サ
キ
に
む
け
て
多
数
の
船
が
発
た
な
い
年

は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
わ
た
し
は
こ
の
大
国
の
現
状
を
知
り
た
い

⑥
 

と
い
う
好
奇
心
を
も
ち
ま
し
た
。

と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
の
寧
波
は
対
日
貿
易
に
と
っ
て
重
要
な

港
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
頃
の
寧
波
商
人
は
対
日
貿
易
に
ど
の
よ
う
に
関
与

し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
解
明
に
は
、
長
崎
に
来
航
し
た
全
て
の
中
国
商
人
の
出
身

が
明
ら
か
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
が
、
現
在
の
所
、
そ
の
一
部
の
商
人

松

浦

章
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⑦
 

し
か
明
ら
か
で
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
漂
着
と
い
う
偶
然
的
な
事
情
か
ら
対
日
貿
易
に
関
与
し

た
一
寧
波
商
人
が
知
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
、
こ
の
商
人
の
長
崎

貿
易
と
の
関
係
を
通
し
て
、
清
代
前
期
の
寧
波
商
人
の
対
日
貿
易
の
実

態
を
解
明
で
き
れ
ば
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

二
、
寧
波
商
人
挑
鵬
飛
の
朝
鮮
漂
着

李
氏
朝
鮮
の
英
祖
六
年
（
雅
正
8
、
享
保
15
、
一
七
―
―
10)
四
月
二
十
八

⑧
 

日
の
こ
と
、
慶
尚
道
西
生
浦
に
一
隻
の
外
国
船
が
漂
着
し
た
。
そ
こ
で
、

西
生
の
魚
使
朴
師
仮
が
調
べ
に
行
き
、
通
訳
の
趙
弘
瑞
が
漂
着
し
た
乗

組
員
に
事
情
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、
彼
等
は
次
の
よ
う
に
答
え
た
の
で
あ

る。

私
達
は
全
て
、
中
国
浙
江
寧
波
府
の
商
人
で
あ
り
ま
す
。
江
南
撫

院
の
命
を
受
け
、
日
本
の
長
崎
島
へ
銅
を
購
入
に
差
し
使
わ
さ
れ

た
も
の
で
す
。
今
年
二
月
十
九
日
に
出
帆
し
、
四
月
三
日
に
普
陀

山
沿
海
に
行
き
、
そ
こ
で
た
ち
ま
ち
台
風
に
逢
い
、
海
上
で
は
船

を
制
禦
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
こ
の
地
に
漂
着
し
た
次
第
で
あ
り

ま
す
。
乗
船
人
員
は
四
十
三
人
、
内
一
人
が
不
幸
に
し
て
病
死
し

⑨
 

ま
し
た
。

と
答
え
た
の
で
、
朝
鮮
側
で
は
、
そ
の
所
持
し
て
い
た
公
文
を
調
ぺ
た

と
こ
ろ
、
印
跡
も
、
記
載
さ
れ
て
い
る
人
名
も
、
日
本
へ
の
銅
購
入
に

行
く
こ
と
も
明
白
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
し
て
、
彼
等
に
救
済

⑩
 

の
た
め
の
食
料
が
支
給
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
た
の
は
、
病
死
者
の
処
置
で
あ
っ
た
。

乗
組
員
等
は
埋
葬
を
希
望
し
た
が
、
朝
鮮
側
は
火
葬
を
主
張
し
た
。
し

か
し
、
乗
組
員
等
は
火
葬
の
習
慣
が
無
い
と
の
理
由
を
言
い
、
朝
鮮
官

吏
も
勝
手
に
埋
葬
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
を
言
っ
て
調
整
が
つ
か⑪

 

な
か
っ
た
た
め
、
朝
鮮
官
吏
が
京
城
に
そ
の
処
置
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
返
答
が
来
る
前
に
、
乗
組
員
等
は
銅
の
購
入
期
日

に
お
く
れ
る
か
ら
と
の
理
由
で
、
出
帆
許
可
を
求
め
て
き
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
朝
鮮
側
で
は
船
体
も
什
物
も
完
全
で
あ
る
た
め
、
出
帆
を
許

可
し
、
乗
組
員
等
は
、
先
の
死
者
を
棺
に
入
れ
船
尾
に
乗
せ
、
五
月
十

八
日
、
日
本
に
向
け
て
出
帆
し
た
の
で
あ
っ
に
。

こ
の
間
の
事
情
は
朝
鮮
側
の
「
報
西
生
浦
漂
人
解
杏
」
に
詳
し
い
の

で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
中
国
商
人
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
「
杏

文
」
に
対
す
る
清
朝
の
礼
部
の
「
回
杏
」
が
あ
っ
て
、
そ
の
中
に
、

今
内
地
人
挑
鵬
飛
等
四
十
二
人
、
漂
風
到
朝
鮮
國
。
既
罷
該
國
王

登
回
。
應
行
文
浙
．
閥
・
江
南
督
撫
。
侯
眺
鵬
飛
等
四
十
二
人
回

⑱
 

籍
之
日
。
査
明
報
部
。
相
應
移
杏
會
該
國
王
可
也
。

と
あ
っ
て
、
朝
鮮
国
へ
漂
着
し
た
四
十
二
名
と
は
挑
鵬
飛
等
の
こ
と
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
彼
等
は
帰
国
後
、
浙
江
、
福
建
、
江

蘇
所
轄
の
総
督
、
巡
撫
等
に
よ
る
取
り
調
べ
が
待
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
薙
正
八
年
、
朝
鮮
国
に
漂
着
し
た
寧
波
商
人
と
は
挑

鵬
飛
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
眺
鵬
飛
は
対
日
貿
易
に
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て

- 50 -



い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

み
た
い
。

こ
の
点
を
、

挑
鵬
飛
と
長
崎
貿
易

日
本
側
資
料
か
ら
明
ら
か
に
し
て

寧
波
商
人
の
挑
鵬
飛
が
い
つ
頃
か
ら
長
崎
貿
易
に
加
わ
っ
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
彼
の
名
が
最
初
に
知
ら
れ
る
の
は
、
元
禄
十
二
年
（
康
熙

38
、
一
六
九
九
）
の
こ
と
で
あ
る
。
同
年
の
四
月
十
二
日
に
長
崎
へ
入
港

⑭
 

し
た
ニ
一
番
普
陀
山
船
の
「
申
口
」
に
見
え
る
。
こ
の
船
は
六
一
人
乗

組
み
、
三
月
二
八
日
に
浙
江
、
舟
山
列
島
の
内
の
普
陀
山
を
出
帆
し
て

き
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
申
口
の
中
で
、

本
船
頭
陳
徳
官
儀
、
井
乗
渡
り
之
船
共
に
、
去
年
二
十
二
番
之
船

人
に
而
御
座
候
、
脇
船
頭
挑
鵬
飛
事
は
、
去
年
七
十
一
番
船
ぷ
客

⑮
 

仕
参
申
候
。

と
あ
り
、
脇
船
頭
挑
鵬
飛
の
名
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
申
口
か
ら
、
彼
は

こ
の
時
が
最
初
の
長
崎
来
航
で
は
な
く
、
既
に
前
年
に
来
航
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
時
の
船
は
元
禄
十
一
年
（
康
熙
37
、
一
六
九
八
）

⑯
 

の
七
一
番
寧
波
船
で
あ
り
、
船
頭
は
陳
四
官
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
挑
鵬

飛
は
船
客
と
し
て
来
航
し
た
た
め
名
が
「
申
口
」
に
は
見
え
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
挑
鵬
飛
の
名
が
知
ら
れ
る
の
は
宝
永
元
年
（
康
熙
43
、
一
七

0
四
）
の
こ
と
で
あ
る
。
同
年
の
六
月
十
三
日
、
上
海
を
四
八
人
乗
組

ん
で
出
帆
し
、
七
月
十
二
日
に
長
崎
へ
来
航
し
た
四
四
番
南
京
船
が
、

そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
時
の
申
口
に
、

⑰
 

本
船
頭
挑
鵬
飛
儀
は
、
去
年
二
十
六
番
船
ガ
客
仕
罷
渡
り
申
候
。

と
あ
り
、
宝
永
元
年
四
四
番
南
京
船
の
船
頭
挑
鵬
飛
は
、
さ
ら
に
元
禄

十
六
年
（
康
熙
42
、
一
七
0
三
）
の
二
六
番
船
の
客
と
し
て
来
航
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
六
番
船
の
こ
と
は
管
見
の
資
料
で

は
詳
細
が
不
明
で
あ
る
。

そ
の
後
し
ば
ら
く
、
挑
鵬
飛
の
名
は
見
え
ず
、
七
年
後
の
正
徳
元
年

（
康
熙
50
、
一
七
―
一
）
の
二
十
番
寧
波
船
の
船
頭
と
し
て
来
航
し
て
い

る
。
そ
の
こ
と
は
『
唐
蛮
貨
物
帳
』
に
見
え
、
正
徳
元
年
六
月
七
日
付

の
「
唐
船
貨
物
改
帳
」
に
、

船
頭
挑
鵬
飛
人
数
四
拾
三
人

と
あ
り
、
「
白
糸
三
百
五
拾
斤
」
以
下
三
十
八
品
種
の
稲
荷
目
録
が

⑱
 

知
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
同
年
の
十
一
月
三
日
付
の
「
弐
拾
番
寧
波
船
帰
帆
荷
物

⑲
 

買
渡
帳
船
頭
挑
鵬
飛
」
が
知
ら
れ
、
挑
鵬
飛
が
日
本
よ
り
買
渡
っ
た

荷
物
が
わ
か
る
。
彼
は
、
こ
の
年
、
長
崎
で
、

御
割
付
売
立
銀
合
百
四
十
四
貫
弐
百
十
七
匁
五
分⑳

 

金
―
―
メ
弐
千
四
百
三
両
弐
歩
銀
七
匁
五
分

の
額
の
取
引
を
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

T
銀
に
し
て
、
二
貫
七
百

目
と
銅
五
万
四
百
七
十
六
斤
を
含
め
た
買
物
代
銀
は
銀
百
十
二
貫
七
百

七
十
五
匁
五
分
四
厘
七
毛
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
、
滞
在
中
の
費
用
が
二

⑪
 

十
八
貫
七
百
四
十
一
匁
九
分
五
厘
三
毛
で
あ
っ
た
。

こ
の
一
年
の
例
し
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
寧
波
商
人
挑
鵬
飛
は
こ
の
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年
、
日
本
へ
持
渡
っ
た
稽
荷
の
全
て
を
売
却
し
て
、
長
崎
で
銀
一
四
四

貫
目
余
の
代
金
を
得
、
そ
の
内
、
約
七
八
・
ニ
％
を
中
国
へ
の
輸
入
品

購
入
代
金
に
あ
て
、
一
・
九
％
を
丁
銀
で
持
帰
り
、
一
九
・
九
％
を
滞

在
費
と
し
て
使
っ
た
こ
と
に
な
る
。

輸
入
品
の
内
訳
を
比
率
で
示
す
と
銅
は
五
一
・
一
％
、
荒
銅
が
一
・

三
％
、
小
間
物
は
一
・
六
％
、
い
り
こ
は
三
ニ
・
ニ
％
、
千
あ
わ
び
四

・
七
％
、
ふ
か
の
ひ
れ
O
•
七
％
、
昆
布
四
・
九
％
、
狐
皮
三
・
三
％
、

⑬
 

植
木

0
・
ニ
％
と
な
り
、
銅
・
荒
銅
及
び
海
産
物
で
九
四
・
九
％
を
占

め
、
と
り
わ
け
、
銅
及
び
千
な
ま
こ
の
比
重
は
他
を
圧
し
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。

翌
正
徳
二
年
（
康
熙
51
、
一
七
―
二
）
に
も
挑
鵬
飛
は
来
航
し
た
。

『
唐
通
事
會
所
日
録
』
＋
、
正
徳
一
＿
一
年
（
康
熙
52
、
一
七
一
三
）
三
月
十

日
の
条
に
、

州
九
番
船
之
財
副
挑
天
鮪
と
申
者
歳
廿
六
ー
一
罷
成
候
、
此
者
嘗
正

月
£
相
煩
申
候
二
付
、
内
科
井
外
科
・
針
打
等
申
請
、
養
生
仕
候

ヘ
共
、
験
気
を
得
不
申
候
、
快
気
之
程
無
心
元
被
存
候
、
依
之
、

病
人
も
故
郷
江
罷
帰
度
段
願
申
候
、
此
度
拾
九
番
船
出
帆
仕
侯
、

幸
右
病
人
之
親
挑
鵬
飛
と
申
者
、
右
之
船
二
乗
組
罷
在
候
二
付
、

R
 

便
乞
帰
唐
之
願
仕
候
。

と
あ
り
、
正
徳
二
年
の
三
九
番
寧
波
船
の
財
副
挑
天
敏
と
言
う
二
六
歳

の
者
が
病
気
に
な
り
、
色
々
治
療
し
た
も
の
の
快
方
に
向
か
わ
ず
、
本

人
も
帰
国
を
希
望
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
偶
々
、
彼
の
父
親
挑
鵬
飛
が
長

崎
に
滞
在
中
で
、
そ
の
船
の
帰
帆
に
際
し
、
同
乗
帰
国
を
願
い
出
た
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
許
可
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
記
事
か
ら
、
挑

鵬
飛
、
天
鰊
親
子
が
長
崎
貿
易
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
、
天

甑
の
年
齢
か
ら
挑
鵬
飛
は
こ
の
頃
五
十
歳
前
後
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ

る
か
ら
、
彼
が
長
崎
に
来
航
し
た
と
判
明
す
る
元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）

に
は
三
十
歳
代
半
ば
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

つ
い
で
、
享
保
三
年
（
康
熙
57
、
一
七
一
八
）
の
二
番
南
京
船
の
資
料
が

あ
る
。
同
年
正
月
十
六
日
に
長
崎
に
来
航
し
報
告
を
し
て
い
る
。
そ
れ

こ
ま
、

~.,. 

船
頭
挑
鵬
飛
儀
は
、
五
年
以
前
三
十
一
番
船
¢
船
頭
仕
罷
渡
り
、

⑭
 

翌
未
年
迄
致
滞
船
、
信
牌
を
領
し
帰
唐
仕
候
、

と
あ
り
‘
挑
鵬
飛
は
享
保
四
年
前
の
正
徳
四
年
の
三
一
番
船
船
頭
と
し

て
来
航
し
、
翌
正
徳
五
年
の
未
の
年
ま
で
長
崎
に
滞
在
し
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
し
か
し
、
正
徳
五
年
（
康
熙
54
、
一
七
一
五
）
に
帰
国
し
て
享

保
三
年
（
康
熙
57
、
一
七
一
八
）
に
来
航
す
る
ま
で
中
二
年
の
空
白
期
が
奇

妙
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
中
国
側
で
い
わ
ゆ
る
「
信
牌
問
題
」
が
生
じ

て
い
た
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
挑
鵬
飛
が
先
の
報
告
の
中
で

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

然
ば
両
三
年
之
間
、
信
牌
相
滞
り
罷
在
候
処
に
、
去
年
五
月
に
、

長
崎
ガ
信
牌
を
領
し
申
侯
商
船
、
前
々
之
通
致
渡
海
候
様
に
と
勅

許
之
段
、
浙
江
南
京
之
撫
院
江
到
来
有
之
候
、
依
之
先
達
信
牌

之
分
浙
江
之
布
政
司
江
取
納
め
有
之
候
を
、
寧
波
之
関
部
ガ
商
人

共
江
被
返
輿
侯
故
、
何
も
寧
波
¢
船
を
仕
出
し
申
候
に
付
、
私
共

も
渡
海
仕
覚
悟
に
而
支
度
仕
候
内
に
、
南
京
之
関
部
ガ
、
信
牌
之
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儀
南
京
寧
波
両
湊
江
分
り
候
様
に
と
、
去
年
九
月
に
北
京
江
被
相

願
候
に
付
、
其
後
於
寧
波
、
南
京
船
自
由
に
仕
出
し
申
儀
難
成
候
、

依
之
私
共
船
も
無
是
非
落
着
相
待
罷
在
候
虞
に
、
同
十
一
月
に
南

京
寧
波
両
所
江
信
牌
を
分
け
候
様
に
と
申
来
、
同
十
二
月
に
南
京

信
牌
之
分
は
南
京
江
渡
り
申
候
、
夫
故
私
共
船
も
今
度
南
京
之
関

⑮
 

部
¢
信
牌
請
取
、
罷
渡
り
申
候
。

と
あ
る
よ
う
に
、
日
本
が
新
ら
た
に
発
行
し
た
通
商
許
可
書
で
あ
る
信

牌
の
管
轄
を
め
ぐ
っ
て
南
京
の
関
部
、
即
ち
江
海
関
、
寧
波
の
関
部
、

即
ち
浙
海
関
と
の
間
に
問
題
を
生
じ
て
い
た
た
め
、
日
本
へ
の
来
航
が

お
く
れ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

そ
し
て
、
江
海
関
へ
渡
っ
た
信
牌
を
挑
鵬
飛
が
取
得
し
た
の
で
あ
る
。

同
海
関
に
渡
っ
た
信
牌
は
他
に
魏
岳
臨
、
高
令
聞
、
黄
唐
卿
等
の
も
の

⑱
 

が
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
挑
鵬
飛
は
享
保
五
年
（
康
熙
59
、
一
七
二

0
)
、
同
八
年
（
狸
正
元
、

一
七
二
三
）
、
同
十
一
年
（
湘
正
4
、
一
七
二
六
）
、
同
十
五
年
（
雅
正
8
、一

R
 

七――
10)
と
ほ
ぼ
三
年
間
隔
で
来
航
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
給
牌
の
来
航

制
限
策
に
よ
る
た
め
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
享
保
十
五
年
に
長
崎
に
来
航
す
る
以
前
に
、
朝
鮮
へ
漂
着
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
五
月
十
八
日
に
慶
尚
道
西
生
浦
を
離
れ
、
六
月
二
日

⑱
 

に
長
崎
に
入
港
し
た
の
で
あ
る
が
、
日
本
で
は
こ
の
時
の
漂
着
に
つ
い

て
何
ら
報
告
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
時
の
来
航
が
最
後
と
な
っ
た
よ
う
で
、
挑
鵬
飛
に
給
牌
さ
れ
た

信
牌
は
享
保
十
八
年
（
雅
正
1
1
、
一
七
三
三
）
四
月
八
日
に
来
航
し
た
十
五

⑲
 

番
南
京
船
船
頭
周
有
洛
が
持
渡
っ
て
い
て
、
彼
は
来
航
し
て
い
な
い
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
挑
鵬
飛
は
元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）
の
七
一
番

寧
波
船
の
客
と
し
て
よ
り
、
享
保
十
五
年
（
一
七
三
0
)
の
十
九
番
南
京

船
船
頭
と
し
て
ま
で
一

1

一
十
二
年
間
に
十
二
度
の
来
航
が
知
ら
れ
（
別
紙

1
参
照
）
そ
れ
は
、
彼
の
三
十
代
半
ば
か
ら
六
十
代
後
半
の
時
期
ま
で

半
生
を
か
け
た
仕
事
で
あ
っ
た
。

四
、
挑
鵬
飛
と
商
人
仲
間

寧
波
商
人
眺
鵬
飛
は
ど
の
よ
う
な
商
人
集
団
と
関
係
あ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
寧
波
商
人
集
団
の
動
向
を
探
る
上
で
必
要
な
問
題

で
は
あ
る
。
そ
こ
で
、
彼
と
行
動
を
伴
に
し
た
商
人
達
の
記
録
を
探
り

な
が
ら
、
こ
の
問
題
解
明
に
接
近
し
て
み
た
い
。

挑
鵬
飛
自
身
の
商
人
仲
間
に
関
す
る
記
録
は
少
な
い
。
そ
れ
は
彼
自

身
が
か
な
り
資
本
力
を
有
す
る
商
人
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
、

そ
の
理
由
は
彼
の
乗
船
し
て
来
た
船
が
乗
船
人
数
（
別
表
1
)
か
ら
見
て

江
浙
地
域
か
ら
長
崎
来
航
し
た
船
と
し
て
は
比
較
的
大
型
で
あ
っ
た
と

R
 

想
像
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
た
め
逆
に
商
人
集
団
と
の
接
触
記
録

が
少
な
い
の
で
あ
る
が
、
彼
の
乗
船
し
た
貿
易
船
の
同
船
者
と
の
関
係

か
ら
み
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

①
陳
四
官

挑
鵬
飛
は
元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）
十
二
月
五
日
に
長
崎
へ
来
航
し
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8
9
9
0
0
0
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
 

6

7

 

1

1

 

一

た
七
一
番
寧
波
船
の
船
客
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
時
の
船
頭
は
陳
四
官
で

あ
る
。陳

四
官
は
、
こ
の
時
、
八
月
一
日
に
寧
波
を
出
帆
し
た
が
、
海
上
で

大
風
に
遭
遇
し
、
鹿
児
島
の
屋
久
嶋
に
漂
着
し
、
十
二
月
五
日
に
長
崎

R
 

に
入
港
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
船
は
既
に
、
同
年
正
月
五
日
、
八
番
寧

寧波商人挑鵬飛来航表 （表 1)

波
船
と
し
て
来
航
し
て
お
り
、
そ
の
時
も
同
船
で
、
陳
四
官
が
船
頭
で

⑲
 

あ
っ
た
。

陳
四
官
は
こ
れ
よ
り
以
前
、
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
三
八
番
寧
波
船
、

⑬

⑭

 

船
頭
鍾
元
長
の
船
客
と
し
て
初
め
て
知
ら
れ
、
翌
八
年
（
一
六
九
五
）
四

一
番
宋
居
勝
船
の
船
頭
と
な
っ
て
長
崎
へ
来
航
し
た
。
そ
の
時
の
「
申

1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
 

禄

永

徳

保

元

宝

正

享

71番寧波船 (12月5日入）

22番普陀山船 (4月12日入）

26番船

44番南京船 (7月12日入）

(61人）

(48人）

客

脇船頭

客

麟

20番寧波船 (6月 7日入）

19番南京船客
L39番寧波船（船頭程益凡）財副挑天暁 26歳

31番寧波船

32番南京船

31番南京船 (48人）

37番南京船

(4::S人）

船頭 （信牌方記録による）

2番南京船 (36人） 正月16日
閏10月18日］滞船

10月17日
6月17日］麟

12月29日
11月2日〕滞船

12月22日
4月29日］滞船

4/28-5/18 
19番南京船

16 

17 

18 I 15番南京船

（ ）内の月日は長崎入港日，数字は乗船人数。

船頭

船頭

朝鮮慶尚道西生浦漂着(42人）．
6月2日
4月12日］滞船

”. 

II 

”~ 

II 

31 

32 

33 周有洛（挑鵬飛代）

（注）
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ロ
」
に
は
、

私
共
船
、
営
正
月
に
寧
波
¢
為
商
売
彼
地
（
宋
居
勝
）
江
罷
渡
り
、

今
度
唐
人
数
三
十
八
人
乗
組
候
而
、
嘗
六
月
十
二
日
に
私
共
船
一

⑮
 

艘
致
出
船
渡
海
仕
候
、

と
あ
る
よ
う
に
、
寧
波
か
ら
マ
レ
ー
半
島
東
岸
の
宋
居
膀
（
シ
ン
ゴ
ラ
）

へ
行
き
、
そ
こ
で
取
引
し
て
、
当
地
の
品
を
稽
み
長
崎
に
来
航
し
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
。

翌
九
年
（
一
六
九
六
）
に
は
四
五
番
普
陀
山
船
船
頭
と
し
て
来
航
し
て

⑱
 

い
る
。
つ
づ
い
て
元
禄
十
年
(
-
六
九
七
）
に
は
二
六
番
広
東
船
船
頭
と

⑰
 

し
て
来
航
し
た
。
こ
の
時
に
は
九
年
の
十
二
月
四
日
に
広
東
城
下
を
出

⑱
 

帆
し
た
と
述
べ
て
い
る
か
ら
、
同
年
普
陀
山
船
と
し
て
長
崎
に
来
航
し

て
、
帰
国
後
、
広
東
に
行
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
元
禄
十
一
年
に
は
先
に
触
れ
た
よ
う
に
同
年
に
二
度
来
航

し
、
二
度
目
の
十
二
月
に
は
挑
鵬
飛
を
船
客
と
し
て
同
船
さ
せ
て
い
た

⑲
 

の
で
あ
る
。
つ
い
で
、
元
禄
十
三
年
（
一
七
0
0
)
一
番
寧
波
船
船
頭
ま

で
知
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
陳
四
官
の
行
動
を
見
る
な
ら
ば
、
明
ら
か
に
、
寧
波
を

基
地
と
し
て
、
南
は
シ
ャ
ム
湾
沿
岸
の
シ
ン
ゴ
ラ
、
広
東
、
東
は
長
崎

と
行
動
範
囲
の
広
い
寧
波
商
人
の
特
色
の
一
端
を
備
え
て
い
る
と
言
え

る
で
あ
ろ
う
。

⑧
陳
徳
官

挑
鵬
飛
が
元
禄
十
二
年
（
一
六
九
九
）
二
ニ
番
普
陀
山
船
の
脇
船
頭
と

陳四官

西暦中国日本 長崎入港番立名

1694康熙33元禄7I 38番寧波船（船頭鍾元長） 客

1695 I 34 I a I 41番宋居勝船 (38人） 船頭

1696 I 35 I 9 I 45番普陀山船 (41人） 1， 

1697 I 36 I 10 I 26番広東船 (48人）

1698 I 37 I 11 I a番寧波船 (52人）

71番寧波船 (45人）

（表 2)

1699 

1700 

38 

39 

12 

13 1番寧波船 (45人）

”
 

”冒

陳徳官 （表 3)

西暦中国日本 長崎入港番立名

1695 康熙34元禄8 53番台州船（船頭馬階六） 客

1696 35 ， 
1697 36 10 92番台州船 (53人） 船頭

1698 37 11 22番普陀山船 (62人） ，, 

1699 38 12 21番普陀山船 (61人） ，, 

し
て
来
航
し
た
際
の
正
船
頭
は
陳
徳
官
で
あ
っ
た
。

陳
徳
官
は
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
五
三
番
台
州
船
の
船
客
と
し
て
初

⑩
 

め
て
知
ら
れ
、
そ
の
後
、
同
十
年
（
一
六
九
七
）
九
二
番
台
州
船
船
頭
と

⑪
 

し
て
長
崎
に
来
航
し
、
同
十
一
年
(
-
六
九
八
）
、
同
十
二
年
（
一
六
九
九
）

＠
 

両
年
に
渡
り
普
陀
山
船
と
し
て
来
航
し
て
い
る
。
彼
が
船
頭
と
し
て
来

航
し
た
三
度
は
い
ず
れ
も
五

0
人
以
上
の
乗
組
員
を
用
す
る
比
較
的
大

型
船
で
あ
り
、
四
度
の
来
航
と
も
浙
江
省
か
ら
の
船
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

浙
江
商
人
、
ひ
い
て
は
寧
波
商
人
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
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挑
鵬
飛
が
元
禄
十
六
年
（
一
七
0
三
）
二
六
番
船
の
船
客
と
し
て
長
崎

来
航
し
た
際
、
同
船
の
船
客
に
劉
以
玖
が
い
る
。

劉
以
玖
は
別
表
（
表
4
)
か
ら
も
明
ら
か
の
よ
う
に
、
こ
の
時
既
に
十

余
年
も
の
実
績
の
あ
る
商
人
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
彼
の
行
動
を
年
代
順

に
追
っ
て
見
る
こ
と
に
す
る
。

元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
＋
番
高
州
船
は
広
東
省
雷
州
府
に
漂
着
し
た

日
本
人
十
二
人
を
連
れ
渡
っ
て
苔
た
が
、
そ
の
時
の
財
副
が
劉
以
玖
で

⑬
 

あ
る
。

⑭
 

翌
々
元
禄
七
年
六
五
番
麻
六
甲
船
の
脇
船
頭
と
し
て
来
航
し
、
そ
の

時
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
前
年
六
年
（
一
六
九
三
）
七
六
番
普
陀
山
船
の
筆

⑮
 

者
役
と
し
て
来
航
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
の
三
年
に
渡
る
劉
以
玖
の
唐
船
で
の
職
務
は
、
財
副
、
筆
者
役
、

脇
船
頭
と
あ
る
が
、
筆
者
役
は
財
副
の
日
本
語
訳
で
、
唐
船
の
稼
荷
、

⑯
 

諸
事
等
の
帳
簿
記
入
等
船
主
の
業
務
を
補
佐
す
る
職
で
あ
り
、
脇
船
頭

は
副
船
主
の
こ
と
で
、
い
ず
れ
も
唐
船
経
営
上
重
要
な
地
位
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
は
、
福
建
省
福
寧
州
の
沙
埋
よ
り
来
航
し
た
元
禄
八
年
（
一

＠
 

六
九
五
）
三
三
番
沙
埋
船
船
頭
か
ら
元
禄
十
年
（
一
六
九
七
）
の
十
七
番
舟

⑱

⑲
 

山
船
、
同
十
一
年
（
一
六
九
八
）
の
五
四
番
寧
波
船
、
同
十
三
年
（
一
七
0

R

豆

0
)
十
番
寧
波
船
、
同
年
四
五
番
南
京
船
、
十
四
年
（
一
七
O
I

)

ニ
ー
番

⑲
 

寧
波
船
ま
で
船
頭
と
し
て
来
航
し
、
こ
の
間
い
ず
れ
も
乗
組
員
五

0
人

前
後
の
船
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
元
禄
十
六
年
（
一
七
0
三
）
二
六
番
船

⑧
劉
以
玖

R
 

の
船
客
と
な
り
、
翌
宝
永
元
年
（
一
七
0
四
）
二
九
番
南
京
船
の
船
頭
と

し
て
来
航
し
て
い
る
。

そ
の
後
の
来
航
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
彼
は
寧
波
に
お
い
て
、
日
本

貿
易
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
記
事
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、

日
本
側
が
先
に
触
れ
た
信
牌
制
度
を
実
施
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
国

商
人
側
に
信
牌
の
取
得
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ
る
が
、
そ
の
中
心

的
な
商
人
の
一
人
と
し
て
劉
以
玖
の
名
が
、
長
崎
へ
来
航
し
た
唐
船
の

報
告
に
よ
っ
て
知
ら
れ
、
彼
の
名
は
正
徳
六
年
(
-
七
一
六
）
五
月
三
日

込

に
来
航
し
た
寧
波
船
船
頭
王
在
珍
の
報
告
を
初
め
と
し
数
々
見
え
、
こ

の
間
の
事
情
に
一
番
詳
し
い
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
九
番
南
京
船
船
頭

丁
益
謙
の
報
告
に
よ
っ
て
記
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

然
者
未
年
（
正
徳
5
、
康
熙
54
、
一
七
一
五
）
御
嘗
地
（
長
崎
）
ふ
信
牌
を

領
し
申
候
四
十
二
人
之
船
頭
共
段
々
致
帰
唐
、
其
内
五
十
番
（
正

徳
四
年
か
）
南
京
船
頭
胡
雲
客
儀
は
、
七
月
廿
六
日
に
御
営
地
帰
帆

仕
、
八
月
寧
波
着
船
い
た
し
侯
所
に
、
先
達
而
於
寧
波
に
荘
運
卿
、

謝
叶
運
、
劉
以
玖
と
申
商
人
頭
分
に
而
、
数
十
人
を
催
し
、
日
本

渡
海
之
船
頭
共
、
胡
雲
客
頭
人
に
而
朝
廷
之
制
度
に
背
き
、
長
崎

之
商
売
を
占
請
い
た
し
、
信
牌
を
領
し
来
り
候
由
之
虚
説
を
構
へ
、

致
識
訴
候
に
付
、
浙
江
之
撫
院
ぷ
右
之
趣
被
致
奏
達
候
虜
に
、
朝

廷
ガ
六
部
尚
書
九
卿
科
道
等
之
諸
官
江
議
奏
い
た
し
候
様
に
と
勅

綻
有
之
、
段
々
詮
議
之
上
無
別
條
、
去
年
五
月
信
牌
領
し
候
商
人

共
、
前
々
之
通
長
崎
渡
海
勅
許
に
付
、
諸
船
頭
共
船
を
仕
出
し
申

⑮
 

候。
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劉以玖

ー~J 中国 1 日本 I ー長崎入＿痘竺→立名

1692康熙31元禄5110番高州船 財副

1693 I 32 I 6 I 76番普陀山船 筆者役

1694 I 33 I 7 I 65番麻六甲船 脇船頭

1695 I 34 I 8 I 33番沙埋船 (52人）船頭

1696 I 35 I 9 i 
I 

1697 I 36 I 10 i 19番舟山船 (46人）船頭

1698 37 11 1 54番寧麟 (60人）船頭

1699 I 38 I 12 

1700 I 39 I 13 

（表4)

1701 

1702 

1703 

1704 

40 

41 

42 

43 

14 

15 

16 

宝永

10番寧波船 (70人）船頭

45番南京船 (56人） II 

21番寧波船 (54人） II 

26番船 客

29番南京船 (58人）

と
あ
り
、
日
本
の
新
制
度
の
実
施
を
聞
き
、
そ
の
利
権
を
得
な
か
っ
た

荘
運
卿
等
が
寧
波
で
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
意
味
で
「
虚
説
」
に
よ
り
官

府
へ
訴
え
出
た
こ
と
か
ら
二
、
三
年
に
渡
っ
て
紛
糾
し
た
の
で
あ
る
が
、

こ
の
時
の
寧
波
で
新
制
度
た
る
信
牌
の
給
牌
か
ら
除
外
さ
れ
た
商
人
グ

ル
ー
プ
の
リ
ー
ダ
ー
に
劉
以
玖
が
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
劉
以
玖

は
寧
波
に
お
い
て
、
長
年
の
実
績
を
も
っ
て
対
日
貿
易
に
関
与
し
て
い

挑虞山

西暦中国 l五―本 長崎入港ー属五名

1687康熙26貞享4I 1番船 、船頭

1688 I 27 元禄

1689 I 28 I 2 

1690 I 29 I 3 

1692 I 30 I 4 

1692 I 31 I 5 

16931 32 I 6 

1694 I 33 I 7 

1695 I 34 I 8 

1696 I 35 I 9 

1697 I 36 I 10 

（表5)

8番寧波船 (37人）船頭

2番普陀山船(33人） I/•脇船頭丁子文

64番咬瑠咆船 (46人．船頭膵文観）客

29番福州船(41人．船頭倖文観）脇船頭

た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
が
ま
さ
に
予
期
せ
ぬ
信
牌
の
実
施
に
よ
り
窮

地
に
追
い
こ
ま
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
結
果
、
劉
以
玖
等
の
訴
は
し
り
ぞ
け
ら
れ
、
新
制
度
下
の
長
崎

貿
易
か
ら
は
敗
退
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
逆
に
挑
鵬
飛
は
長

崎
来
航
を
続
け
て
い
た
た
め
に
、
信
牌
を
入
手
す
る
機
会
を
得
、
こ
の

時
期
を
乗
り
越
え
た
商
人
と
も
言
え
る
。
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以
上
の
よ
う
に
、
朝
鮮
に
漂
着
し
た
こ
と
か
ら
残
さ
れ
た
偶
然
的
な

五、

小

結

④
丁
紫
愛
と
挑
虞
山

挑
鵬
飛
が
享
保
八
年
（
一
七
二
三
）
三
一
番
南
京
船
の
船
頭
と
し
て
来

航
し
た
時
の
船
は
、
前
年
七
年
（
一
七
二
二
）
の
二
二
番
南
京
船
を
使
っ

⑲
 

て
い
る
。

こ
の
二
二
番
南
京
船
の
船
頭
は
莫
俊
明
で
、
脇
船
頭
は
丁
紫
愛
で
あ

⑰
 

っ
た
。
船
頭
莫
俊
明
は
父
親
莫
天
一
の
後
を
つ
い
だ
最
初
の
来
航
で
、

丁
紫
愛
の
方
は
、

⑱
 

二
拾
八
年
以
前
二
番
船
¢
船
頭
仕
参
候
。

と
あ
る
長
崎
貿
易
の
経
験
者
で
あ
り
、
こ
の
二
八
年
以
前
と
は
、
元
禄

七
年
（
一
六
九
四
）
の
二
番
普
陀
山
船
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、

こ
の
二
番
船
の
報
告
中
に
、

本
船
頭
挑
虞
山
儀
、
去
年
は
八
番
船
に
船
頭
仕
罷
渡
り
申
侯
、
脇

⑲
 

船
頭
丁
子
文
事
は
、
四
年
已
前
客
仕
参
申
候
。

と
あ
り
、
こ
の
丁
子
文
が
丁
紫
要
と
同
一
人
物
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
の
丁
子
文
の
船
頭
が
挑
鵬
飛
と
同
姓
の
挑
虞
山
で
あ

⑲
 

り
、
さ
ら
に
別
表
（
表
1
、
表
5
)
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
両
挑
の

来
日
は
挑
虞
山
後
鵬
飛
と
時
間
的
に
も
継
続
す
る
こ
と
か
ら
こ
の
両
挑

は
同
族
あ
る
い
は
父
子
関
係
に
近
い
親
族
で
あ
っ
た
と
見
て
誤
り
な
い

も
の
と
思
わ
れ
る
。

〔
註
〕

①
嘉
慶
『
大
清
一
統
志
』
巻
二
九
一
、
寧
波
府
に
「
府
壊
東
南
北
三
面
環
海
。

東
連
日
本
」
と
あ
る
。

栢
原
昌
三
氏
「
日
支
貿
易
港
と
し
て
の
寧
波
港
」
上
・
下
（
『
歴
史
と
地
理
』

五
巻
四
号
、
六
号
、
一
九
二

0
年
四
月
、
六
月
）
。

③
 

資
料
に
見
え
た
寧
波
商
人
挑
鵬
飛
の
姿
を
日
本
側
資
料
に
追
い
求
め
た

結
果
、
彼
は
長
崎
貿
易
に
少
な
く
と
も
三
十
二
年
も
の
経
験
を
有
し
た

商
人
で
あ
っ
た
。
彼
は
人
生
の
半
ば
を
長
崎
貿
易
に
従
事
し
た
の
で
あ

り
、
さ
ら
に
彼
の
一
族
と
思
わ
れ
る
挑
虞
山
の
時
代
か
ら
す
れ
ば
四
十

余
年
も
の
年
月
に
渉
る
。
そ
の
上
、
彼
の
息
子
も
長
崎
貿
易
に
従
事
し

て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。

挑
鵬
飛
に
関
す
る
記
録
か
ら
寧
波
商
人
集
団
の
全
貌
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
は
現
在
の
と
こ
ろ
困
難
で
は
あ
る
が
、
彼
の
関
係
し
た
少
数
の

商
人
の
行
動
記
録
か
ら
見
て
も
有
力
な
寧
波
商
人
達
が
彼
の
周
辺
に
い

た
こ
と
を
初
彿
さ
せ
る
に
充
分
で
あ
っ
た
。
ま
た
彼
の
他
の
商
人
集
団

と
の
関
係
記
録
が
、
そ
の
長
崎
来
航
し
た
時
期
の
長
さ
の
割
に
少
な
い

こ
と
や
、
彼
が
船
頭
と
な
っ
た
船
が
当
時
と
し
て
は
大
型
で
あ
っ
た
こ

と
か
ら
見
て
、
挑
鵬
飛
は
自
主
自
営
の
強
い
経
済
力
を
有
す
る
商
人
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

寧
波
は
対
日
貿
易
の
基
地
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
中
国
大
陸
沿
海
に

R
 

お
け
る
海
上
商
品
流
通
の
機
軸
的
位
置
に
あ
り
、
寧
波
人
は
商
い
を
も

っ
て
全
国
に
知
ら
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
か
ら
、
挑
鵬
飛
の
経
済
力
の
背

景
に
は
こ
の
点
を
無
視
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
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⑧
 

⑦
 

⑥
 

⑤
 

④
 

③
 

一
九
五
三
年
七

佐
久
間
軍
男
氏
「
明
朝
の
海
禁
政
策
」
（
『
東
方
学
』
六
輯
、

月
）
。

『
国
朝
典
彙
』
巻
一
六
九
、
兵
部
三

l=-、
日
本
、
嘉
靖
二
五
年
（
一
五
四
六
）

の
条
に
「
時
浙
人
通
番
皆
自
寧
波
・
定
海
出
洋
」
と
あ
る
。

松
浦
章
「
杭
州
織
造
烏
林
達
莫
爾
森
の
長
崎
来
航
と
そ
の
職
名
に
つ
い
て
ー

康
熙
時
代
の
日
清
交
渉
の
一
側
面
ー
」
（
『
東
方
学
』
五
五
輯
、
一
九
七
八
年

一
月
）
。

矢
沢
利
彦
氏
編
訳
『
イ
エ
ズ
ス
会
士
中
国
書
簡
集
1

康
熙
編
』
（
平
凡
社
、

東
洋
文
庫
175
、
一
九
七

0
年
十
一
月
）
二
三
八
頁
。

長
崎
来
航
中
国
商
人
の
事
蹟
に
つ
い
て
の
専
論
と
言
え
る
も
の
は
、

中
村
孝
志
氏
「
東
京
大
舶
主
イ
ッ
チ
ェ
ン
孜
」
（
『
石
濱
先
生
古
稀
記
念
東
洋

学
諭
叢
』
一
九
五
八
年
十
一
月
）
。

和
田
久
徳
氏
「
ト
ン
キ
ン
華
僑
林
手
騰
の
長
崎
貿
易
」
（
『
鈴
木
俊
教
授
還
暦

記
念
東
洋
史
論
叢
』
一
九
六
四
年
十
月
）
。

松
浦
章
「
乾
隆
時
代
の
長
崎
来
航
中
国
商
人
ー
注
縄
武
・
注
竹
里
・
程
赤
城

を
中
心
に
—
」
(
『
咆
唖
』
十
号
、
一
九
七
八
年
六
月
）
、
同
「
中
国
商
人
と

長
崎
貿
易
ー
嘉
慶
・
道
光
期
を
中
心
に
ー
（
『
史
泉
』
五
四
号
、
一
九
八

0
年

三
月
）
。

等
々
が
あ
る
の
み
で
、
ご
く
一
部
の
商
人
像
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
だ
け

で
あ
る
。

李
氏
朝
鮮
時
代
に
漂
着
し
た
中
国
船
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
李
朝
時
代
に
お
け

る
漂
着
中
国
船
の
一
資
料
ー
顕
宗
八
年
（
一
六
六
七
）
の
明
船
漂
着
と
「
漂

人
問
答
」
を
中
心
に
1
」
(
『
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
紀
要
』
十
五
輯
、

一
九
八
二
年
三
月
）
所
載
の
「
李
朝
時
代
に
お
け
る
漂
着
中
国
船
年
表
」
（
五

五
し
六
二
頁
）
が
あ
る
。

⑮ ⑳ ⑬ ⑫ ⑪ ⑳ ⑲ ⑱ ⑰ ⑯ ⑮ ⑭ ⑱ ⑩ ⑨
 

『
同
文
粟
考
』
原
編
巻
七
一
、
漂
民
「
庚
戌

正
八
年
六
月
二
十
七
日
付
）
に
、

我
門
倶
是
上
國
浙
江
寧
波
府
商
人
。
奉
江
南
撫
院
差
旨
。
往
日
本
長
碕
島

餅
銅
。
次
今
年
二
月
十
九
日
登
船
。
四
月
初
三
日
。
行
到
普
陀
山
前
洋
゜

忽
逢
腿
風
。
漂
蕩
洋
中
。
不
能
制
船
。
流
泊
此
虞
。
通
船
共
四
十
一
二
人
。

内
一
人
不
幸
病
死
云
．

と
あ
る
．

報
西
生
浦
漂
人
解
杏
」
、
（
漉

⑪

⑫

同

書

。

同
書
、
「
礼
部
回
杏
」
（
漉
正
八
年
九
月
十
五
日
付
）
。

『
華
夷
変
態
』
下
冊
（
財
団
法
人
東
洋
文
庫
刊
、
一
九
五
九
年
三
月
、
一
九

八
一
年
十
一
月
東
方
書
店
覆
刻
）
二

0
四
九
頁
、
「
ニ
一
番
普
陀
山
船
之
唐

人
共
申
口
」
。

同
書
、
二

0
四
九
頁
。

同
害
、
二

0
二
三
頁
。

同
書
、
二
三
九
一
頁
。

内
閣
文
庫
（
国
立
公
文
書
館
）
刊
『
唐
蛮
貨
物
帳
』
上
冊
（
一
九
七

0
年
三

月
）
三
七
〇
し
三
七
六
頁
。

同
書
上
冊
、
六
二
〇
し
六
二
六
頁
。

同
書
、
六
ニ
―
頁
。

同
書
、
六
二
五
頁
。

同
書
、
六
ニ
―
し
六
二
五
頁
記
載
の
金
額
を
比
率
で
算
出
し
た
。

大
日
本
近
世
史
料
『
唐
通
事
会
所
日
録
』
六
巻
（
東
大
出
版
会
、
一
九
六
五

年
三
月
）
―
二
九
し
一
三

0
頁。

『
華
夷
変
態
』
下
冊
、
「
二
番
南
京
船
之
唐
人
共
申
口
」
二
七
八
二
頁
。

同
書
、
二
七
八
ニ
ー
ニ
七
八
三
頁
。
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同
者
、
享
保
三
年
「
八
番
南
京
船
之
唐
人
共
申
口
」
（
船
頭
利
万
蔵
）
二
七

九
0
頁。

大
庭
脩
教
授
編
著
『
唐
船
進
港
回
神
録
•
島
原
本
唐
人
風
説
書
・
割
符
留
帳
』

（
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
資
料
集
刊
九
、
一
九
七
四
年
三
月
）
、
七
三
、

七
九
、
八
四
、
九

0
頁。

同
書
、
九

0
頁。

同
書
、
九
六
頁
。

別
表
1
の
挑
鵬
飛
来
航
表
中
の
彼
が
船
頭
と
な
っ
た
時
の
乗
組
員
数
と
大
庭

教
授
の
示
さ
れ
た
こ
の
時
期
の
唐
船
の
乗
船
人
数
（
大
庭
教
授
「
平
戸
松
浦

史
料
博
物
館
蔵
『
唐
船
之
圃
』
に
つ
い
て
ー
江
戸
時
代
に
来
航
し
た
中
国
商

船
の
資
料
ー
」
（
『
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
紀
要
』
五
輯
、
一
九
七
ニ

年
三
月
）
三
一
そ
~
｀
三
四
頁
）
と
比
較
す
る
と
、
奥
船
に
比
べ
少
な
い
が
、
一

般
的
に
小
型
船
の
多
い
口
船
の
中
で
は
大
型
に
属
す
と
言
え
る
。

⑱
『
華
夷
変
態
』
下
冊
、
二

0
二
三
頁
。

⑳
同
書
、
一
九
六
三
頁
。

⑱
同
書
中
冊
（
一
九
五
八
年
三
月
刊
）
一
六
四
六
頁
。

⑭
⑮
同
費
一
七
五
一
頁
。

⑱
同
帯
、
一
八

0
一
頁

⑰
⑱
同
書
下
冊
、
一
八
七
三
頁
。

⑳
同
粛
、
ニ
―

0
七
頁
。

⑩
同
書
中
冊
、
一
七
六
三
し
一
七
六
四
、
同
害
下
冊
一
九
三
九
頁
。

＠
同
書
下
冊
、
一
九
三
九
頁
。

⑫
同
書
下
冊
、
一
九
七
六
、
二

0
四
九
頁
。

＠
同
書
中
冊
、
一
四
ニ
―
頁
。

⑭
同
書
、
一
六
八
二
頁
。

⑳ ⑳ ⑱ ⑰
 

⑳
 

同
書
、
一
五
九
―
―
―
し
一
五
九
四
、
一
六
八
二
頁
。

松
浦
章
「
長
崎
来
航
唐
船
の
経
営
構
造
に
つ
い
て
ー
特
に
乾
隆
・
嘉
慶
・
道

光
期
を
中
心
に
ー
」
（
『
史
泉
』
四
五
号
、
一
九
七
二
年
九
月
）
二
四
頁
。

『
華
夷
変
態
』
中
冊
、
一
七
三
九
頁
。

同
書
下
冊
、
一
八
六
四
頁
。

同
書
、
二

0
0七
ー
ニ

0
0
八
頁
。

同
書
、
ニ
―
―
六
頁
。

同
書
、
ニ
―
五
六
頁
。

同
書
、
ニ
―
九
五
頁
。

同
書
、
二
三
七
六
頁
。

同
書
、
二
七

0
八
、
二
七

0
九
、
二
七
一

0
、
二
七
―
二
、
二
七
三
九
、
ニ

七
四
四
、
二
七
四
六
、
二
七
六
七
、
二
七
七
七
、
二
七
八
三
、
二
七
九
二
頁
。

同
書
、
二
七
九
一
頁
。
丁
益
謙
は
胡
雲
客
の
甥
で
あ
り
、
胡
雲
客
が
信
牌
の

件
で
取
調
べ
を
受
け
た
心
労
で
病
死
し
た
た
め
、
丁
益
謙
の
報
告
が
一
番
迫

力
が
あ
る
。

R
同
害
、
二
九
九
一
頁
、
二
九
四
九
頁
。

R
⑱
同
寄
、
二
九
四
九
頁
。

⑲
同
害
中
冊
、
一
六
一
六
頁
。

⑲
同
書
中
冊
、
一
五

0
七
、
一
六
一
六
頁
、
同
書
下
冊
、
一
八
七
六
頁
に
よ
り

作
成
。

松
浦
章
「
清
代
に
お
け
る
沿
岸
貿
易
に
つ
い
て
ー
帆
船
と
鹿
品
流
通
ー
」
（
小

野
和
子
氏
編
『
明
清
時
代
の
政
治
と
社
会
』
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、

一
九
八
三
年
三
月
）
。

⑱ R ⑭ ⑬ ⑲ ⑪ ⑳ ⑲ ⑱ @ ⑯ ⑮ 
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